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第１章 計画策定の趣旨 

 

１ 計画策定の背景                         

 

国では、少子化対策として平成 15 年に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づ

き、子ども・子育て施策に関する総合的な取組みを進めてきました。また、平成 24年には、

認定こども園、幼稚園、保育所等を通じた新たな給付や、認定こども園法の改善が盛り込ま

れた「子ども・子育て関連３法」が制定されました。 

この関連３法に基づき、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進していく「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年度から施行されることになり、こ

の新制度施行に伴い、市町村においては、質の高い幼児期の教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供が図られました。 

 

本町においては平成 21年度に「吉備中央町次世代育成支援後期計画行動計画」、また平成

27年３月には「吉備中央町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、教育・保育環境の整備

や仕事と子育てが両立可能な環境整備、地域全体で子育て家庭を支援する体制の整備等を進

め、安心して子育てができるよう施策を推進してきました。 

近年、全国的に少子高齢化の進行が深刻化しており、核家族化の進展や地域とのつながり

の希薄化、女性の社会進出に伴う共働き家庭の増加、また令和元年度 10月からは幼児教育・

保育の無償化が始まるなど、子どもや子育てをめぐる環境は大きく変化しています。 

 

このような子育て家庭を取り巻く環境の変化によって、子育ての負担や不安は高まってお

り、また、就業率の向上等による保育ニーズ等の量への対応だけでなく、サービスの質の向

上も求められています。 

本町においても、子どもの人口は減少していますが、女性の就労ニーズの高まりの中で、

保育所等の利用ニーズは高くなっており、その対応が必要となっています。 

このような状況を踏まえ、子どもの健やかな成長と子育て家庭を地域全体で支援する子育

て施策を推進するとともに、幼児教育・保育事業の量及び質の充実を目的に、「第２期吉備中

央町子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 
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２ 計画の位置付け                         

 

（１）計画の法的根拠 

本計画は、子ども子育て支援法第 61 条に基づく、「市町村子ども・子育て支援事業計画」

として策定するものです。また、次世代育成支援行動計画については、義務策定から任意策

定に変更されていますが、本町が推進する子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定める

観点から、子ども・子育て支援事業計画と一体的に策定します。 

 

（２）関連計画との整合性 

本計画は、町のまちづくりの基本となる「吉備中央町総合計画」を上位計画として、他の

関連する計画と整合を図りながら、子ども・子育て支援事業計画における施策を推進します。 

 

３ 計画の期間                           

 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年とします。計画最終年度である

令和６年度には計画の達成状況の確認と見直しを行います。 

 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

          

吉備中央町子ども・子育て支援事業計画 第２期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画 

          

 

４ 計画の策定体制                         

 

（１）吉備中央町子ども・子育て会議における審議 

本計画へは子育て当事者等の意見を反映させるとともに、本町における子ども・子育て支

援施策を子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施するため、学識経験者、子ども・子育

て支援に関する事業に従事する者等で構成する「吉備中央町子ども・子育て会議」において、

計画の内容について審議を行いました。 

 

（２）パブリックコメントの実施 

本計画の素案を町役場等の窓口や町ホームページで公開し、広く町民の方々から意見を募

り、計画を策定します。  
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第２章 吉備中央町の子どもを取り巻く現状 

 

１ 人口等の状況                          

 

（１）総人口の推移 

総人口をみると、平成 27年の 12,284人から平成 31年には 11,338人と 946人減少

（7.7％減）しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童人口の推移と推計 

児童人口は減少傾向となっており、平成 31年は 799人、内訳は０～５歳が 355人、６

～11歳が 444人となっています。 

この傾向で児童人口が推移すると、令和６年は 699人で、平成 31年と比較して 100人

減少（12.5%減）する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

（実績値） （推計値） （人） 
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資料：住民課 岡山県毎月流動人口調査 

（単位：人） 

△ 171 △ 165 △ 167 △ 176 △ 190

28

△ 17 △ 10

△ 116 △ 102

△ 500

0

500

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

自然増減 社会増減

（３）人口動態 

 ①自然動態・社会動態 

自然動態をみると、死亡数は横ばいとなっていますが、出生児数は減少傾向となって

おり、平成 30年度では 190人の自然減となっています。 

社会動態をみると、転出が転入を上回る社会減が続いており、平成 30年度では 102

人の社会減となっています。 

 

 

区分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

自
然
動
態 

出生児数 68 59 62 48 41 

死亡数 239 224 229 224 231 

自然増減 △171 △165 △167 △176 △190 

社
会
動
態 

転入者等 546 514 555 450 386 

転出者等 518 531 565 566 488 

社会増減 28 △17 △10 △116 △102 

計 △143 △182 △177 △292 △292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 
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資料：住民課 戸籍事件表 

（単位：件） 
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3,500

4,000

4,500

5,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

資料：国勢調査 

 ②婚姻・離婚 

婚姻件数は減少傾向となっており、平成 30 年度は 18 件となっています。また、離

婚件数は横ばいとなっており、平成 30年度は 17件となっています。 

 

区分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

実
数 

婚姻 44 32 38 27 18 

離婚 20 13 18 14 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）世帯の動向 

 ①世帯数の推移 

世帯数の推移をみると、平成 7年の 4,539世帯をピークに減少しており、平成 27年

には 4,332世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（世帯） 

（件） 
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資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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46.6

49.2

50.2

51.5

53.1

35.6

31.0

27.0

22.8

17.3

17.6

19.6

22.6

25.1

29.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

核家族世帯 その他の親族世帯 単独世帯

 ②家族類型の推移 

家族類型別に割合の推移をみると、「核家族世帯」と「単独世帯」が増加傾向となって

います。平成 27年では「核家族世帯」が 53.1%、「単独世帯」が 29.3%となっており、

親と子だけの世帯や一人暮らし世帯が増加していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）未婚率の推移 

性別・年齢階層別未婚率の推移を平成 22 年と平成 27 年で比較してみると、男性は 30

歳前半以外で未婚率が上昇しており、女性は 40歳後半以外で未婚率が上昇しています。 

全体として、男女ともに未婚率が上昇しており、将来の少子化が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 女性 
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資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成22年

平成27年

24.0

23.3

27.1

27.7

27.2

29.0

48.3

49.5

43.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成27年

平成22年

平成17年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

２ 産業等の状況                          

（１）就労の状況 

 ①産業別就業構造 

町の就業者数は、平成 27年国勢調査で 6,188人となっており、第１次産業就業者が

1,476 人（24.0％）、第２次産業就業者が 1,706 人（27.7％）、第３次産業就業者が

2,978人（48.3％）となっています。 

平成 17 年と比較すると、第１次、第２次産業就業者の割合が低くなっている一方、

第３次産業就業者の割合は高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②女性の就業状況 

平成 27 年の女性の年齢別就業率は、平成 22 年と比較すると多くの年齢階層におい

て就業率が上昇しており、子どもを出産し、子育てをする主な世代の 20～40代にかけ

ても就業率は上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※分類不能(28 人)を除く 
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（単位：人） 

資料：子育て推進課（平成 30 年５月１日現在） 

資料：子育て推進課（各年５月１日現在） 

（単位：人） 

３ 保育園・幼稚園・こども園・小学校等の状況                 

 

（１）保育園の状況 

現在、本町では公立保育園が５園運営されており、平成 30 年５月１日現在で入所者数は

186人となっています。 

また、全園とも障害児保育を実施しており、豊野保育園、吉川保育園では延長保育を、大

和保育園では乳児保育を実施しています。 

 

 

 区分 定員 
開所時間（平日） 

（延長保育時間） 
乳児保育 障害児保育 延長保育 

上竹荘保育園 公立 45 

7 時 30 分～18 時 30 分 

（18 時 30 分～19 時） 

 ◯  

豊 野 保 育 園 公立 45  ◯ ◯ 

下竹荘保育園 公立 30  ◯  

吉 川 保 育 園 公立 45  ◯ ◯ 

大 和 保 育 園 公立 45 ◯ ◯  

 

 

 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

０歳児 12 10 23 12 9 

１歳児 28 31 37 30 18 

２歳児 38 40 45 36 32 

３歳児 58 40 47 43 39 

４歳児 37 56 41 46 41 

５歳児 38 36 59 36 47 

合 計 211 213 252 203 186 

保育所施設数 6 6 6 5 5 

合計定員数  255 255 270 210 210 

定員充足率  82.7％ 83.5％ 93.3％ 96.7％ 88.6％ 

 

  

【保育園の状況】 

【保育園の入所者数の推移】 
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【幼稚園の状況】 （単位：人） 

資料：子育て推進課（平成 30 年５月１日現在） 

【幼稚園の入園者数の推移】 （単位：人） 

資料：子育て推進課（各年５月１日現在） 

（２）幼稚園の状況 

現在、本町では幼稚園３園が運営されており、平成 30 年５月１日現在の入園者数は 40

人となっています。また、３園ともに預かり保育を実施しています。 

 

 

 区分 定員 
開所時間 

（平日） 
預かり保育 

津 賀 幼 稚 園 公立 60 

8 時 30 分～14 時 00 分 

○ 

円 城 幼 稚 園 公立 60 ○ 

御 北 幼 稚 園 公立 60 ○ 

 

 

 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

３歳児 22 26 17 17 12 

４歳児 24 29 32 19 10 

５歳児 30 27 28 31 18 

合 計 76 82 77 67 40 

幼稚園施設数 4 4 4 4 3 

合計定員数  260 260 260 260 180 

定員充足率  29.2％ 31.5％ 29.6％ 25.8％ 22.2％ 
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（単位：人） 

資料：子育て推進課（平成 30 年５月１日現在） 

資料：子育て推進課（各年５月１日現在） 

（単位：人） 

（３）こども園の状況 

現在、本町ではこども園２園が運営されており、平成30年５月１日現在の入園者数は105

人となっています。また、２園ともに乳児保育、延長保育を実施しています。 

 

 

 区分 定員 
開所時間（平日） 

（延長保育時間） 
乳児保育 障害児保育 延長保育 

にこにこふたばこども園 私立 60 

7 時 30 分～18 時 30 分 

（7 時～７時 30 分） 

（18 時 30 分～１９時） 

◯ ◯ ◯ 

吉備高原こども園 公立 70 
7 時 30 分～18 時 30 分 

（18 時 30 分～１９時） 
◯ ◯ ◯ 

 

 

 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

０歳児 ― ― ― 11 10 

１歳児 ― ― ― 14 22 

２歳児 ― ― ― 12 21 

３歳児 ― ― ― 6 22 

４歳児 ― ― ― 7 17 

５歳児 ― ― ― 3 13 

合 計 ― ― ― 53 105 

こども園施設数 ― ― ― 1 2 

合計定員数  ― ― ― 60 130 

定員充足率  ― ― ― 88.3％ 80.8％ 

 

 

  

【こども園の状況】 

【こども園の入所者数の推移】 



 

11 

【小学校の状況】 （単位：人） 

資料：教育委員会 学校基本調査（各年５月１日現在） 

【中学校の状況】 （単位：人） 

資料：教育委員会 学校基本調査（各年５月１日現在） 

（４）小学校・中学校の状況 

 ①小学校の状況 

現在、小学校は９校あります。全体の児童数は減少傾向にあり、平成 30 年度現在の

児童数は 461人となっています。 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

津 賀 54 59 48 52 50 

円  城 61 63 61 64 64 

御  北 61 63 53 52 54 

上 竹 荘 55 54 53 54 56 

豊  野 89 78 73 72 71 

下 竹 荘 23 24 22 22 22 

吉  川 31 31 28 29 25 

大  和 66 59 61 63 56 

吉備高原 68 63 67 67 63 

合  計 508 494 466 475 461 

 

 

 ②中学校の状況 

現在、中学校は加賀中学校１校のみとなっています。生徒数は減少傾向となっており、

平成 30年度現在の生徒数は 248人となっています。 

 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

加  賀 267 263 247 252 248 
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資料：子育て推進課・にこにこふたばこども園 

資料：にこにこふたばこども園 

資料：子育て推進課 

４ 地域子ども・子育て支援事業の状況                

 

（１）一時預かり事業 

保護者のパートタイム就労や疾病・出産等により保育が困難な就学前乳幼児（生後６か月

から）について一時的な保育を行う事業です。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

津 賀 幼 稚 園  125 人 130 人 64 人 

円 城 幼 稚 園  183 人 184 人 75 人 

御 北 幼 稚 園  136 人 138 人 111 人 

吉備高原幼稚園 135 人 91 人 ― 

吉備高原こども園  ― ― 42 人 

北 保 育 園 596 人 375 人 418 人 

総合福祉センター 65 人 31 人 58 人 

にこにこふたばこども園 ― 455 人 317 人 

 

 

（２）延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日に認定時間（保育標準時間・保育短時間）

を越えて、保育所等で保育を実施する事業です。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

豊 野 保 育 園  0 人 0 人 0 人 

吉 川 保 育 園  0 人 0 人 0 人 

にこにこふたばこども園 169 人 307 人 365 人 

 

（３）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互に交流を行う場所として開設し、子育てについての相談や各

種情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子育てひろば“ゆう” 
（北保育園・キッズパーク） 

延利用者数 

子ども 1,351 人 

親   1,186 人 

開催日数 143 回 

延利用者数 

子ども 2,059 人 

親   1,708 人 

開催日数 208 回 

延利用者数 

子ども 1,765 人 

親   1,528 人 

開催日数 215 回 
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単位：人，日 

資料：子育て推進課 

資料：保健課 

資料：保健課 

資料：保健課 

（４）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室

等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて児童の健全な育成をはかる事業です。 

 小学校区 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

児童ほっとクラブ 上 竹 荘 14 人 16 人 17 人 

豊 野 児 童 ク ラ ブ 豊  野 8 人 7 人 6 人 

大 和 児 童 ク ラ ブ 大  和 11 人 20 人 20 人 

吉備高原児童クラブ 吉備高原 35 人 40 人 43 人 

津 賀 児 童 ク ラ ブ 津  賀 33 人 40 人 39 人 

円城放課後児童クラブ 円  城 10 人 10 人 15 人 

御 北 児 童 ク ラ ブ 御  北 19 人 19 人 30 人 

 

（５）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や乳児

及びその保護者の心身の状況、養育環境の把握を行う事業です。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

出 生 数 61 人 50 人 42 人 

訪 問 率 100% 100% 100% 

訪問日数 61 日 50 日 42 日 

 

（６）妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、

検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に応じた医学的検査を実施する

事業です。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

母子健康手帳交付件数（届出者数） 67 人 50 人 44 人 

１人あたりの平均健診回数 10 回 11 回 12 回 

妊婦健康診査延べ人数 649 人 535 人 540 人 

 

（７）養育支援訪問事業 

子どもが安心、安全な環境で育つことができるよう、保護者の育児、家事等における養育

能力を向上させるために、母親の妊娠・出産・育児期を始め、子どもの少年期までに適切な

養育を支援する事業です。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

認定者数（実人数） 53 人 61 人 27 人 

認定者数（延べ人数） 115 人 105 人 41 人 

利用日数 57 日 52 日 20 日 
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５ 吉備中央町子育て支援に関するアンケート調査結果概要       

 

（１）調査の概要 

 ①調査目的 

本調査は、町内に居住する就学前及び就学児童の保護者を対象として、アンケート調

査を実施し、「第２期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画」を策定するに当たり、町

民の方の教育・保育・子育て支援に関する事業の利用状況や今後の利用希望等を把握す

るための基礎資料とします。 

 

②調査対象 

就学前児童（０～５歳 285人） 

就学児童 （小学生 311人） 

 

③調査時期 

平成 30年 12月 

 

④調査方法 

就学前児童 郵送による配布・回収 

就園されている方は各園にて配布・回収 

就学児童  各小学校にて配布・回収 

 

⑤回収結果 

就学前児童 

配布数 有効回答数 有効回答率 

285 236 82.8% 

 

就学児童 

配布数 有効回答数 有効回答率 

311 262 84.2% 
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5.9% 11.9% 13.6% 16.1% 23.7% 26.3%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=236)

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 無回答

87.3% 10.6%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=236)

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

（２）調査結果（就学前児童） 

 ①お子さんの年齢 

「５歳」の割合が 26.3%と最も高く、次いで「４歳」が 23.7%、「３歳」の割合が

16.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②配偶関係 

「配偶者がいる」の割合が 87.3%、「配偶者はいない」の割合が 10.6%となっていま

す。 
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39.0%

55.9%

3.4%

17.4%

9.7%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

同居等で日常的に祖父母等の親

族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友

人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子ど

もをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

合計（n=236）

③日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人について 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が 55.9%と最

も高く、次いで「同居等で日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が 39.0%、

「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」の割合が

17.4%となっています。 
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80.7%

78.5%

68.6%

7.6%

12.6%

3.1%

27.8%

12.6%

17.0%

0.9%

18.8%

3.6%

3.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、児童

館等）・ＮＰＯ

保健所・保健センター

保育園保育士

幼稚園教諭

こども園保育教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

合計（n=223）

④子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人（場所）について 

「配偶者・パートナー」の割合が 80.7%と最も高く、次いで「祖父母等の親族」の割

合が 78.5%、「友人や知人」の割合が 68.6%となっています。 
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33.5% 8.1% 31.4% 5.1% 19.1%

1.3%1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=236)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

1.6% 2.2% 3.8%

11.4% 71.2% 6.5%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=184)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

⑤母親の現在の就労状況 

「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 33.5%と

最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中では

ない」の割合が 31.4%、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が

19.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週当たり就労日数については、「５日」の割合が 71.2%と最も高く、次いで「４日」

の割合が 11.4%、「６日以上」の割合が 6.5%となっています。 
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72.5% 21.1% 6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=204)

あった なかった 無回答

18.2%

73.0%

33.1%

20.3%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

2.0%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人にみてもらった

父親または母親のうち就労してい

ない方がみた

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利

用した

仕方なく子どもだけで留守番をさ

せた

その他

無回答

合計（n=148）

⑥この１年間、お子さんが病気やケガで通常の事業が利用できなかったことがあるか 

「あった」の割合が 72.5%、「なかった」の割合が 21.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に行った対処方法 

「母親が休んだ」の割合が 73.0%と最も高く、次いで「親族（同居者を含む）・知人

にみてもらった」の割合が 33.1%、「父親または母親のうち就労していない方がみた」

の割合が 20.3%となっています。 
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2.6%

10.5%

0.0%

0.0%

0.0%

10.5%

5.3%

0.0%

2.6%

31.6%

21.1%

2.6%

5.3%

2.6%

23.7%

10.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職である、祖父母等の親族にみてもらえるな

ど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するために退職した

職場に育児休業の制度がなかった

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できる

ことを知らず、退職した

その他

無回答

合計（n=38）

⑦母親の育児休業を取得していない理由 

「子育てや家事に専念するため退職した」の割合が 31.6%と最も高く、次いで「その

他」の割合が 23.7%、「職場に育児休業の制度がなかった」の割合が 21.1%となってい

ます。 
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14.2%

7.4%

55.9%

27.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

合計（n=204）

⑧平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

「認可保育所」の割合が 55.9%と最も高く、次いで「認定こども園」の割合が 27.9%、

「幼稚園」の割合が 14.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、０～5 歳の年齢すべてで「認可保育所」の割合が高くなっています

が、１歳と２歳では「認定こども園」の割合も高くなっています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

０歳 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

１歳 16 0.0% 0.0% 43.8% 56.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

２歳 28 3.6% 3.6% 46.4% 46.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

３歳 37 13.5% 2.7% 51.4% 35.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 

４歳 56 14.3% 10.7% 62.5% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 

５歳 62 24.2% 11.3% 56.5% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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配偶者の有無別でみると、配偶者がいる方、いない方ともに「認可保育所」の割合が最

も高くなっています。また、「認定こども園」の割合も高くなっています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

配偶者が
いる 

178 14.6% 7.3% 56.2% 27.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 

配偶者は
いない 

22 13.6% 9.1% 59.1% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

母親の就労状況別でみると、すべての就労状況別で「認可保育所」の割合が最も高くな

っていますが、就労していない方では約４割にとどまっています。また、就労していない

方では「幼稚園」の割合が高くなっています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

自
治
体
の
認
証
・
認
定
保
育
施
設 

そ
の
他
の
認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

フルタイム 87 4.6% 1.1% 64.4% 31.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

パート・ア
ルバイト等 

83 19.3% 15.7% 54.2% 22.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 

就労してい
ない 

31 29.0% 3.2% 38.7% 29.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 
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64.2%

77.5%

3.9%

1.0%

2.0%

0.0%

2.5%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

子どもの教育や発達のため

現在就労している

子育て（教育を含む）をしている方

が就労予定である/求職中である

子育て（教育を含む）をしている方

が家族・親族などを介護している

子育て（教育を含む）をしている方

に病気や障害がある

子育て（教育を含む）をしている方

が学生である

その他

無回答

合計（n=204）

⑨平日に定期的に幼稚園や保育園・認定こども園などの施設やサービスを利用する理由 

「現在就労している」の割合が 77.5%と最も高く、次いで「子どもの教育や発達のた

め」の割合が 64.2%、「子育て（教育を含む）をしている方が就労予定である/求職中で

ある」の割合が 3.9%となっています。 
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43.3%

0.0%

0.0%

3.3%

3.3%

0.0%

3.3%

83.3%

6.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利用する必要がない

子どもの祖父母や親戚の人がみ

ている

近所の人や父母の友人・知人が

みている

利用したいが、保育・教育の事業

に空きがない

利用したいが、経済的な理由で事

業を利用できない

利用したいが、延長・夜間等の時

間帯の条件が合わない

利用したいが、事業の質や場所な

ど、納得できる事業がない

子どもがまだ小さいため

その他

無回答

合計（n=30）

⑩平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由 

「子どもがまだ小さいため」の割合が 83.3%と最も高く、次いで「利用する必要がな

い」の割合が 43.3%、「その他」の割合が 6.7%となっています。 
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23.3%

16.9%

59.3%

39.8%

2.1%

0.8%

3.0%

0.0%

0.0%

1.7%

2.1%

0.8%

0.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

合計（n=236）

⑪今後、平日の教育・保育事業として定期的に利用したいと考える事業 

「認可保育所」の割合が 59.3%と最も高く、次いで「認定こども園」の割合が 39.8%、

「幼稚園」の割合が 23.3%となっています。 
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85.9%

19.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

地域子育て支援拠点事業

その他吉備中央町内で実施している類似の事業

合計（n=71）

56.8% 30.5% 8.1%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=236)

現在の施設数を維持してほしい 統廃合してほしい その他 無回答

⑫地域の子育て支援拠点事業の利用状況 

「地域子育て支援拠点事業」の割合が 85.9%と最も高く、次いで「その他吉備中央町

内で実施している類似の事業」の割合が 19.7%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬幼稚園・保育園の将来的な統廃合について 

「現在の施設数を維持してほしい」の割合が 56.8%と最も高くなっています。 
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59.7%

17.7%

30.6%

3.2%

29.0%

43.5%

1.6%

4.8%

11.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

合計（n=62）

⑭小学校低学年（１～３年生）の放課後過ごさせたい場所 

「自宅」の割合が 59.7%と最も高く、次いで「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の割

合が 43.5%、「習い事」の割合が 30.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

62.9%

22.6%

37.1%

3.2%

22.6%

38.7%

1.6%

9.7%

9.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

合計（n=62）

⑮小学校高学年（４～６年生）の放課後過ごさせたい場所 

「自宅」の割合が 62.9%と最も高く、次いで「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の割

合が 38.7%、「習い事」の割合が 37.1%となっています。 
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27.1%

28.0%

12.7%

22.0%

22.9%

5.1%

21.6%

29.7%

9.3%

8.5%

12.7%

5.1%

3.8%

24.2%

3.0%

2.5%

19.5%

6.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子どもの病気・障害、または、発育・発達に関する

こと

子どもの食事や栄養に関すること

育児の方法がわからない、または、子どもとの接

し方に自信が持てないこと

習い事や食費・被服費など子どもにかかる費用

子どもと接する時間が十分に持てないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事を含めて、自分のやりたいことが十分できな

いこと

近所に子どもの遊び友達がいないこと

子どもの友人関係（いじめ等を含む）に関すること

配偶者・パートナーの協力が少ない、または、意

見が合わないこと

仕事などにより得られる収入が少なく、家計が苦し

いこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場な

ど、まわりの目が気になること

配偶者・パートナー以外に、子育てを手伝ってくれ

る人がいないこと

子どもをしかりすぎているような気がすること

地域の子育て支援サービスの内容や利用方法が

よくわからないこと

その他

特にない

無回答

合計（n=236）

⑯子育てについて、日頃悩んでいることや気になること 

「近所に子どもの遊び友達がいないこと」の割合が 29.7%と最も高く、次いで「子ど

もの食事や栄養に関すること」の割合が 28.0%、「子どもの病気・障害、または、発育・

発達に関すること」の割合が 27.1%となっています。 
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58.1%

10.2%

24.6%

9.7%

16.5%

14.8%

22.0%

4.2%

8.1%

38.6%

0.8%

20.3%

25.4%

12.3%

8.9%

5.1%

12.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラ

の整備

子育てについて、保護者が学べる機会の充実

親子で楽しめる観劇や音楽会など、文化事業の充

実

子育てに困った時に、保護者が相談したり情報が

得られたりする場の充実

子育て中の母親の就労を支援するテレワーク事

業の推進

残業時間の短縮、有給休暇・育児休業の取得促

進などに対する企業への働きかけ

放課後児童健全育成事業（学童保育所）の充実

子育てサークル活動への支援

障害などを持つ子どもや家庭への様々な支援や

配慮

児童手当・子ども医療費助成など、子育て世帯へ

の経済的支援の充実

児童虐待防止に向けた様々な取組や啓発活動

ひとり親や核家族が、仕事をしながら安心して子

どもを育てられる環境の整備・支援

幼児教育・保育施設や学校教育施設の整備・充実

町独自の教育支援の充実

その他

特にない

無回答

合計（n=236）

⑰町に、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待しているか 

「公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラの整備」の割合が 58.1%と最も高

く、次いで「児童手当・子ども医療費助成など、子育て世帯への経済的支援の充実」の割

合が 38.6%、「幼児教育・保育施設や学校教育施設の整備・充実」の割合が 25.4%とな

っています。 
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18.6% 47.9% 11.4%

3.8%

10.2% 8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=236)

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

わからない 無回答

⑱本町は子育てしやすい町だと思うか 

「どちらかというとそう思う」の割合が 47.9%と最も高く、次いで「そう思う」の割

合が 18.6%、「どちらかというとそう思わない」の割合が 11.4%となっています。 

また、「そう思う」と「どちらかというとそう思う」をあわせた『本町は子育てしやす

い町だと思う』の割合は 66.5%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別で『本町は子育てしやすい町だと思う』の割合をみると、０歳の割合が 78.6%

と最も高くなっており、年齢が高くなるにつれて『本町は子育てしやすい町だと思う』の

割合が低くなる傾向があります。 

 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

０歳 14 42.9% 35.7% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 

１歳 28 7.1% 60.7% 7.1% 3.6% 21.4% 0.0% 

２歳 32 18.8% 53.1% 3.1% 9.4% 6.3% 9.4% 

３歳 38 23.7% 44.7% 15.8% 2.6% 10.5% 2.6% 

４歳 56 17.9% 46.4% 7.1% 1.8% 14.3% 12.5% 

５歳 62 16.1% 46.8% 19.4% 4.8% 4.8% 8.1% 
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配偶者の有無別で『本町は子育てしやすい町だと思う』の割合をみると、配偶者がいる

方の割合が 68.4%、配偶者はいない方の割合が 48.0%となっており、配偶者がいる方

の割合が配偶者はいない方の割合を大きく上回っています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

配偶者が
いる 

206 18.4% 50.0% 12.6% 3.9% 7.8% 7.3% 

配偶者は
いない 

25 16.0% 32.0% 4.0% 4.0% 32.0% 12.0% 

 

母親の就労状況別で『本町は子育てしやすい町だと思う』の割合をみると、パート・ア

ルバイト等の割合が 70.9%と最も高くなっています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

フルタイム 98 17.3% 46.9% 13.3% 3.1% 9.2% 10.2% 

パート・ア
ルバイト等 

86 18.6% 52.3% 10.5% 3.5% 10.5% 4.7% 

就労してい
ない 

48 22.9% 45.8% 8.3% 6.3% 10.4% 6.3% 

  



 

33 

⑲教育・保育環境の充実など子育て環境や支援に関しての自由意見 

 

【意見抜粋】 

お子さんの年齢 配偶関係の有無  

０歳 配偶者がいる 小学生（高学年）のころからも塾のようなものがあるとい

いと思います。 

１歳 配偶者がいる 公園が少なすぎるのでつくってほしい。年齢関係なく利用

できるひろばがあると、年の離れた兄弟でも利用できるの

で助かります。 

１歳 配偶者がいる 引っ越ししたばかりというのもあるのですが、各保育所、

幼稚園、小学校の特色、力を入れていることを一覧にして

紹介していただけたら、永住する場所の決め手になる。 

１歳 配偶者はいない いつも保育園の先生方にはよくしていただきありがたい

限りです。先生方の職場の環境もよくなれば、子どもたち

にもいい影響となると思います。多忙な保育の日々に見合

う十分な休養等、先生方の希望も是非かなえていただきた

いです。ひとり親で、いろいろと補助をしていただいて本

当にありがたいです。 

２歳 配偶者がいる 将来、子どもたちが大きくなり、町外への進学の際の通学

手段において不安がある（交通費、所要時間等）。 

２歳 配偶者がいる 小児の病院が遠い。平日に行くとなると仕事を休まないと

いけない。病院までつれていってくれるようなサポートも

ほしい。 

３歳 配偶者がいる 公園を増やしたり、保育園や施設の外（園庭）の開放、プ

ール施設などができたらいいです。 

３歳 配偶者がいる 友達の家が遠いため、町内の子が集まりやすい場所づく

り、ＬＩＮＥ等で「明日中央公園で〇〇遊びをする予定で

す」とか、自由に書き込める掲示板のようなものがほしい。 

３歳 配偶者がいる 北保育園での子育てひろばや一時預かりをなくさないで

ほしい。キッズパークは他の市町からの人ばかりで、交流

をもつのが難しく落ち着けない。町内の子育て世代を大事

にしてくださるなら、キッズパークを他市町から利用する

人の分を有料にしてほしい。 
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お子さんの年齢 配偶関係の有無  

４歳 配偶者がいる 公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラの整備を

子どもたちの安全のためにお願いします。 

４歳 配偶者がいる 保育料の無償化は不必要だと感じます。高齢者が多い中、

子どもへの働きかけが他の自治体に比べとても素晴らし

いと十分感じています。 

４歳 配偶者はいない 吉備中央町はとても環境がよく子育てしやすいです。公園

があればと思います。 

４歳 配偶者はいない 小学校を早く統合して、学童を充実させてほしい。 

５歳 配偶者がいる 病児が充実していないので、急な対応にとても困る。小児

科、耳鼻科、眼科、皮膚科など子どもがいれば絶対近い場

所にあった方がいい。 

５歳 配偶者がいる 子どもの人数は減っているが、先生たちの仕事量は変わら

ないと思うので、大変だと思う。職員が休んだ場合の代わ

りの先生がいないので、子どもに目が行き届いているか心

配。 

５歳 配偶者がいる これから小学校に入学するに当たり、通学路の安全の確保

を希望します。通勤時などスピードを出してくる車が多い

ので、登校の際、国道を渡る時、信号がないので車が来な

いのを確認して渡るのはもちろんなのですが、１年生はな

かなか適当な判断ができないこともあるので心配になり

ます。毎日保護者が付添いできたらいいのですが、なかな

か難しいです。 

５歳 配偶者はいない ドラッグストア等の店があればもっと子育てをしやすく

なると思う。 
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12.6% 15.3% 10.3% 13.0% 20.2% 23.3% 5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=262)

６歳（１年生） ７歳（２年生） ８歳（３年生） ９歳（４年生）

10歳（５年生） 11歳（６年生） 無回答

87.4% 9.2%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=262)

配偶者がいる 配偶者はいない 無回答

（２）調査結果（就学児童） 

 ①お子さんの年齢 

「11歳（６年生）」の割合が 23.3%と最も高く、次いで「10歳（５年生）」が 20.2%、

「７歳（２年生）」の割合が 15.3%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②配偶関係 

「配偶者がいる」の割合が 87.4%、「配偶者はいない」の割合が 9.2%となっていま

す。 
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46.6%

47.3%

5.3%

19.8%

7.6%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

同居等で日常的に祖父母等の親

族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友

人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子ど

もをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

合計（n=262）

③日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人について 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が 47.3%と最

も高く、次いで「同居等で日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」の割合が 46.6%、

「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」の割合が

19.8%となっています。 
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84.6%

74.4%

69.9%

9.3%

6.1%

0.8%

46.7%

0.4%

11.0%

0.8%

3.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者・パートナー

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て支援

拠点、児童館等）・ＮＰＯ

保健所・保健センター

小学校教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

合計（n=246）

④子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人（場所）について 

「配偶者・パートナー」の割合が 84.6%と最も高く、次いで「祖父母等の親族」の割

合が 74.4%、「友人や知人」の割合が 69.9%となっています。 
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46.9%

1.9%

38.5%

2.3%

7.6%

0.4% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=262)

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

0.0%3.4%

4.7% 8.1% 70.6% 11.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=235)

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答

63.0% 34.7%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=262)

あった なかった 無回答

⑤母親の現在の就労状況 

「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」の割合が 46.9%と

最も高く、次いで「パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中では

ない」の割合が 38.5%、「以前は就労していたが、現在は就労していない」の割合が 7.6%

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週当たり就労日数については、「５日」の割合が 70.6%と最も高く、次いで「６日

以上」の割合が 11.1%、「４日」の割合が 8.1%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥この１年間、お子さんが病気やケガで学校を休まなければならなかったことがあるか 

「あった」の割合が 63.0%、「なかった」の割合が 34.7%となっています。 
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16.4%

71.5%

35.2%

9.7%

0.0%

0.0%

0.0%

7.3%

4.2%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

父親が休んだ

母親が休んだ

親族（同居者を含む）・知人にみて

もらった

父親または母親のうち就労してい

ない方がみた

病児・病後児保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利

用した

仕方なく子どもだけで留守番をさ

せた

その他

無回答

合計（n=165）

51.5% 36.6% 10.3%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=262)

現在の施設数を維持してほしい 統廃合してほしい その他 無回答

この１年間に行った対処方法 

「母親が休んだ」の割合が 71.5%と最も高く、次いで「親族（同居者を含む）・知人

にみてもらった」の割合が 35.2%、「父親が休んだ」の割合が 16.4%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦小学校の将来的な統廃合について 

「現在の施設数を維持してほしい」の割合が 51.5%と最も高く、次いで「統廃合して

ほしい」の割合が 36.6%となっています。 
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22.9%

15.6%

5.3%

23.7%

25.6%

3.8%

19.8%

29.4%

13.7%

4.2%

8.8%

17.2%

5.3%

4.6%

21.0%

4.6%

6.5%

17.9%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

子どもの病気・障害、または、発育・発達に関すること

子どもの食事や栄養に関すること

子育ての方法がわからない、または、子どもとの接し方に

自信が持てないこと

習い事や食費・被服費など子どもにかかる費用

子どもと接する時間が十分に持てないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事を含めて、自分のやりたいことが十分できないこと

近所に子どもの遊び友達がいないこと

子どもの友人関係（いじめ等を含む）に関すること

不登校などの問題

配偶者・パートナーの協力が少ない、または、意見が合わ

ないこと

仕事などにより得られる収入が少なく、家計が苦しいこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場など、まわ

りの目が気になること

配偶者・パートナー以外に、子育てを手伝ってくれる人が

いないこと

子どもをしかりすぎているような気がすること

地域の子育て支援サービスの内容や利用方法がよくわ

からないこと

その他

特にない

無回答

合計（n=262）

⑧子育てについて、日頃悩んでいることや気になること 

「近所に子どもの遊び友達がいないこと」の割合が 29.4%と最も高く、次いで「子ど

もと接する時間が十分に持てないこと」の割合が 25.6%、「習い事や食費・被服費など

子どもにかかる費用」の割合が 23.7%となっています。 
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62.2%

5.3%

16.4%

10.3%

10.3%

12.2%

19.1%

3.1%

12.6%

45.4%

3.8%

26.7%

17.6%

23.3%

6.9%

4.2%

6.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラの整備

子育てについて、保護者が学べる機会の充実

親子で楽しめる観劇や音楽会など、文化事業の充実

子育てに困った時に、保護者が相談したり情報が得られ

たりする場の充実

子育て中の母親の就労を支援するテレワーク事業の推進

残業時間の短縮、有給休暇・育児休業の取得促進などに

対する企業への働きかけ

放課後児童健全育成事業（学童保育所）の充実

子育てサークル活動への支援

障害などを持つ子どもや家庭への様々な支援や配慮

児童手当・子ども医療費助成など、子育て世帯への経済

的支援の充実

児童虐待防止に向けた様々な取組や啓発活動

ひとり親や核家族が、仕事をしながら安心して子どもを育

てられる環境の整備・支援

幼児教育・保育施設や学校教育施設の整備・充実

町独自の教育支援の充実

その他

特にない

無回答

合計（n=262）

⑨町に、どのような子育て支援の充実を図ってほしいと期待しているか 

「公園や歩道など、安心・安全な遊び場やインフラの整備」の割合が 62.2%と最も高

く、次いで「児童手当・子ども医療費助成など、子育て世帯への経済的支援の充実」の割

合が 45.4%、「ひとり親や核家族が、仕事をしながら安心して子どもを育てられる環境

の整備・支援」の割合が 26.7%となっています。 
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15.6% 58.0% 12.2% 6.1% 7.3%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=262)

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

わからない 無回答

⑩本町は子育てしやすい町だと思うか 

「どちらかというとそう思う」の割合が 58.0%と最も高く、次いで「そう思う」の割

合が 15.6%、「どちらかというとそう思わない」の割合が 12.2%となっています。 

また、「そう思う」と「どちらかというとそう思う」をあわせた『本町は子育てしやす

い町だと思う』の割合は 73.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別で『本町は子育てしやすい町だと思う』の割合をみると、７歳（２年生）の割合

が 80.0%と最も高くなっています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

６歳（１年生） 33 21.2% 57.6% 12.1% 3.0% 6.1% 0.0% 

７歳（２年生） 40 27.5% 52.5% 10.0% 0.0% 7.5% 2.5% 

８歳（３年生） 27 14.8% 63.0% 3.7% 7.4% 11.1% 0.0% 

９歳（４年生） 34 8.8% 64.7% 5.9% 14.7% 5.9% 0.0% 

10歳（５年生） 53 17.0% 50.9% 22.6% 3.8% 5.7% 0.0% 

11歳（６年生） 61 9.8% 63.9% 9.8% 8.2% 6.6% 1.6% 
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配偶者の有無別で『本町は子育てしやすい町だと思う』の割合をみると、配偶者がいる

方の割合が 75.1%、配偶者はいない方の割合が 66.6%となっており、配偶者がいる方

の割合が配偶者はいない方の割合を上回っています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

配偶者が
いる 

229 17.0% 58.1% 12.2% 6.6% 5.2% 0.9% 

配偶者は
いない 

24 8.3% 58.3% 8.3% 0.0% 25.0% 0.0% 

 

母親の就労状況別で『本町は子育てしやすい町だと思う』の割合をみると、就労してい

ない方の割合が 81.0%と最も高くなっています。 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

フルタイム 128 15.6% 55.5% 14.8% 8.6% 4.7% 0.8% 

パート・ア
ルバイト等 

107 11.2% 65.4% 9.3% 3.7% 10.3% 0.0% 

就労してい
ない 

21 38.1% 42.9% 9.5% 4.8% 0.0% 4.8% 
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⑪教育・保育環境の充実など子育て環境や支援に関しての自由意見 

 

【意見抜粋】 

お子さんの年齢 配偶関係の有無  

６歳（１年生） 配偶者がいる 様々な国の人と触れる機会をつくり、日本だけでなく世界

で通用できるような子どもたちになってほしいと思うの

で、ぜひサマーキャンプを開催したりしてほしいです。ま

た、小学校等も人数が減少してきているので、これからの

子どもたちにとって、よりベストな方法を一緒に考えてい

きたいです。 

７歳（２年生） 配偶者がいる 医療費を援助していただけるのはありがたいです。親子で

生涯学習フェスティバルに行ったり、町のイベントに参加

しています。子どもと触れ合う時間もないので、そういっ

たイベントはいい機会になります。ただ、私は周りの人の

助けがあり、なんとかやっていますが、ほぼ１人で子育て

している人が孤独にならないような対策を優先してくだ

さい。 

７歳（２年生） 配偶者がいる 学力低下が心配です。習い事（塾や英会話など）をしたい

が、親が車で連れて行かなくてはいけないので、できない

です。 

８歳（３年生） 配偶者がいる 学童保育は、支援員の確保や支援の質の維持が難しいた

め、町全体で研修や人材バンクをつくるなどしてほしい。

また、利用人数に応じて場所を確保したり、環境を整えた

りする必要があり、町は補助金を出すだけでなく踏み込ん

で学童保育に関わってほしい。子どもたちが安心して遊べ

る公園や道路の整備に力を入れてほしい。 

８歳（３年生） 配偶者がいる 働く親ばかりが得しているような気がします。子育てを自

分で（家庭で）したい親もいるので、その人たちにも恩恵

があるといいと思う。親が子どもを育てるべき。親が楽を

する子育て環境の充実ではなく、いい子が育つ、町、子育

て環境にしてほしい。 

10歳（５年生） 配偶者がいる 屋外の大型遊具があれば嬉しいです。子どもがほしいとい

っていました。 
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お子さんの年齢 配偶関係の有無  

10歳（５年生） 配偶者がいる 就労していると子どもの予防接種に行きにくい（町から用

紙が届いてもそのままになりがち）。また、学校の検診で診

察（眼科、耳鼻科、歯科など）の用紙をもらっても、すぐ

に受診できないことがあり、時間の調整が困難に感じるこ

とがある。町営塾のように、小学生にもそろばん教室、習

字教室などがあればよいと思う。 

11歳（６年生） 配偶者がいる 少子化が進行するので、施設の統合も考えなければならな

い気がしますが、通学に時間、距離が遠くなることも負担

になる。緊急時の迎えなどを考えると家から一番近い所が

よいと思えます。 

11歳（６年生） 配偶者はいない 公園や歩道などの件で、ペットの連れ添いも大丈夫な敷地

が広く、楽しく遊べる場所が増えたらいいと思います。 
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基本目標ごとの評価点

６ 第１期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画の評価と課題     

 

（１）評価の方法 

「第２期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画」策定の基礎資料とするために、現行の

子ども・子育て支援事業計画の５つの基本目標それぞれに位置付けられている施策ごとの「Ａ

からＥの達成度」について、評価基準日を平成 31年 3月 31日（平成 30年度終了）時点

として、評価を行いました。 

 

■評価の基準 

達成度 評価内容 達成状況 

A 計画に掲げた施策を達成した。 80～100％ 

B 計画に掲げた施策を概ね達成した。 60～80％程度 

C 現在、施策の達成に向けて動いている。 40～60％程度 

D 現在、施策の達成に向けて動き始めている。 20～40％程度 

E 現在、ほとんど手をつけていない。 20％未満 

 

（２）分野ごとの評価結果 

先述の評価の基準で、施策ごとに採点（A=100点、B=80点、C=60点、D=40点、E=20

点）を行い集計した結果、計画全体の評価点は 79.2点となっています。 

また、基本目標ごとの評価点は、「基本目標２．母親と子どもの健康の確保と増進」が 91.6

点と最も高く、次いで、「基本目標５．支援が必要な子どもや保護者への対応等きめ細かな取

組みの推進」が 90.0 点、「基本目標３．地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり」が 77.8

点と続いています。 

 

 

 

 

 

 

  

【分野ごとの評価点】 

基本目標１．子育ての支援 

全体 

基本目標２．母親と子どもの健康の

確保と増進 

基本目標３．地域ぐるみで子どもを

育てる環境づくり 

基本目標４．生活環境の整備 

基本目標５．支援が必要な子どもや

保護者への対応等きめ

細かな取組みの推進 
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（３）分野ごとの主な課題 

分野ごとの主な課題と今後必要な取組みは次のとおりとなっています。 

 

■基本目標１ 子育ての支援 

（１）保育サービスを充実する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

ニーズに応じた保
育サービスの充実 

園児数の減少により、保育園の再編を検討する。 

保育体制の充実 園の再編を行い、正規職員の配置を進める。 

子どもの視点に立
った保育園運営 

自己評価の実施により、園運営の充実を図る。 

安全で快適な保育
施設の整備 

計画的な施設修繕を実施する。 

放課後児童対策の
推進 

放課後児童クラブの事務負担軽減への助言及び指導員の育成、確保を推進す

る。 

保護者同士の交流
の場の拡充 

キッズパークを核とした子育て拠点の充実を図る。屋外の遊び場の整備を進

める。 

地域の子育てグル
ープ活動への支援 

少子化、保育園等への早期入園により幼児クラブが減少しており、今後は子育

て広場等での親子の居場所づくりの充実を図る。 

子育て支援ネット
ワークの構築 

各園と地域との連携が図れる体制づくりを目指す。 

（２）まちぐるみですべての子育て家庭を支援する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

保育園・幼稚園での
子育て支援機能の
充実 

利用者ニーズに応じ、延長保育を実施していない園についても、実施の検討を

行う。 

男女共同参画意識
の啓発 

男女共同参画推進月間や DV 防止月間等のキャンペーン期間を利用した啓発

活動の実施、講演会等の企画を進める。 

家庭における父親
の役割の啓発 

父母が共に子育てに参画できる環境づくりや父親の役割について周知を図

る。 

仕事と生活の調和
を実現できる職場
環境づくりの促進 

事業者への労働時間の短縮や育児休業制度等の働きかけを行う。 

育児時間を確保す
るための理解促進 

勤務時間短縮や有給休暇の完全取得等、事業主等の積極的な取組みを進める。 

子育て関連情報提
供の充実 

ママフレの充実を図るなど、利用者ニーズに対応した情報発信を行う。 

小児等医療費の助
成 

１８歳まで（満１８歳に達した場合はその年度の末日まで）の子どもの医療費

の自己負担分を助成する。 

児童手当等の支給 
中学３年生修了前までの児童を養育している保護者に対して、法令に基づき

手当を支給する。 

子育て支援サービ
スの利用促進 

子育て応援ブックについて、事業の新設、廃止、変更などに対応するため定期

的に内容を更新する。 

不妊治療に係る助
成の周知 

町広報紙等など、様々な機会を通じて周知を図る。 



 

48 

■基本目標２ 母親と子どもの健康の確保と増進 

 

（１）母と子の健康をつくる 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

母子健康手帳交付
時からの保健師に
よる支援の充実 

妊婦が早期から地域とつながることができる仕組みづくりや妊娠期から子育

てがイメージできるような支援が必要である。 

健康診査の徹底 受診しやすい健診体制の整備と未受診者への受診勧奨を強化する。 

訪問指導の推進 健診後のフォローが必要な子どもへの対応が課題である。 

保健事業への参加
促進 

保健事業ガイドブックを配布するなど、様々な機会を通じた啓発、声かけによ

り周知を図る。 

相談事業の充実 育児相談は利用が少なく、気軽に相談できる体制づくりを進める。 

疾病や障害の早期
発見・治療・療育の
推進 

家庭、園、療育機関等と連携を図り、早期の支援に繋げる。 

歯科保健の充実 う歯り患率が高いため、正しい歯磨き方法などの啓発を行う。 

小児救急医療体制
の整備 

子どもの病気やけがの対処法、受診の目安等の普及啓発を行う。小児救急電話

相談（＃８０００）を周知する。 

予防接種の推進 接種率向上に向けた取組みを検討する。 

食育の推進 食育教室を全ての園で定期的に実施するために各園との日程調整を行う。 

幼児期からの生活
習慣病の予防 

規則正しい生活習慣の確立に向け、家庭・園・学校との連携を図る。 

 

（２）思春期保健対策を推進する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

教育相談機能等の
充実 

悩みを抱える児童生徒への教育相談体制整備の強化、充実を図る。 

性に関する正しい
知識の普及 

児童生徒への教育相談体制整備の強化、充実を図る。 

飲酒や喫煙，薬物が
健康に及ぼす害に
関する啓発 

飲酒や喫煙、薬物が健康に及ぼす害について、家庭と地域が連携して啓発に取

組む。 

性感染症に関する
情報提供と予防の
啓発 

性感染症に関する情報提供と予防について、家庭と地域が連携して啓発に取

組む。 

乳幼児ふれあい体
験の充実 

思春期の子どもたちが子育ての楽しみや喜び、命の大切さについて、考える機

会の充実を図る。 

情報通信機器の健
全利用の促進 

携帯電話、パソコン等、各種メディアとの望ましい接し方について、家庭と地

域が連携して啓発に取組む。 
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■基本目標３ 地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり 

 

（１）生きる力を育む教育環境を整備する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

教育内容の充実 個の課題に応じた支援の在り方や教材を工夫する。 

地域に信頼される
学校づくりの推進 

土曜日授業として、学校行事を実施することで、家庭や地域住民に開かれた学

校づくりを推進する。 

幼児教育の充実 全園において、英語にふれあう教室を定期的に実施する。 

学校施設整備の推
進 

学習器材の充実を図り、子どもたちにとって学習しやすい環境を整備する。 

相談事業の充実 生徒指導相談体制の強化及び保護者からの相談への対応が必要となる。 

 

（２）家庭や地域の教育力を向上させる 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

地域と連携した教
育等の充実 

公民館学習支援事業：御北・吉川・大和で実施 

事業を継続してきた結果、学力の向上、児童の集中力が上がるなど成果を上げ

ている。今後学習への意欲や学力の向上を目指すだけでなく、子どもたちの安

心・安全な環境づくりの充実を図る。 

放課後子ども教室：御北小・大和小で実施 

地域での人材確保の必要がある。 

地域の伝統文化を
学ぶ機会の充実 

地域学校協働本部：円城小・上竹荘小・豊野小・大和小で実施 

児童の学習支援や体験活動の幅が広がり、地域の大人との交流も生まれてい

るが、学習支援員などの人材確保の必要がある。 

親子で楽しめる催
しや学習活動の充
実 

読書フェスティバル 

子どもの減少により、年々図書館への児童の来館者が減少している傾向があ

る。魅力あるイベントを実施し、図書館への来館を推進する。 

ちびっこチャレンジ事業 

小学生を対象とした教室を年間７～８回実施し、様々な体験を通してチャレ

ンジする機会を与えており、さらに興味を持てる活動内容を検討していく。 

子ども会活動の支
援 

少子化の影響により活動する団体が減少しているが、子どもを中心とした地

域の交流活動への支援を推進する。 

体験学習の拡充 

絆づくり事業：小学６年生を対象とした鹿児島での平和学習 

富士登山の事業を引き継ぎ、社会教育の一環として実施している。事業実施か

ら 5 年を経過するため、活動内容等を再検討する。 
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■基本目標４ 生活環境の整備 

 

（１）子育てにやさしい地域環境を整備する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

定住化対策の推進 

定住奨励金について、子育て世代にとってより魅力的な制度になるよう、移住

者のニーズに合わせ、制度の見直しを行う。 

過疎高齢化の進行により、空き家が増加傾向にあるものの、バンクの登録増に

つながっていない。今後は、移住者の住居としての活用に留まらず、事業所や

土地のみの活用が可能となるよう、要綱の変更を検討する。 

 

（２）子どもの生命を事故・犯罪から守る 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

まちぐるみ防犯ネ
ットワークの構築 

自主防犯団体と連携しながら、見守り活動を継続する。 

交通安全対策の充
実 

啓発活動等に参加する人数の減少による活動縮小への対応が必要である。 

交通安全教育の実
施 

警察等と協力した子どもに対する安全教育を実施する。 

チャイルドシート
着用の徹底 

子どもを車に乗せる際にチャイルドシートの着用が徹底されるよう、啓発を

継続する。 

危険個所の整備・巡
回 

各校、園からの要望に対して、現地調査、巡回を行い、危険個所の解消及び整

備の年次計画を策定する。 
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■基本目標５ 支援が必要な子どもや保護者への対応等きめ細かな取組みの推進 

 

（１）児童虐待から子どもを守る 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

児童虐待防止等に
向けた体制の整備
実 

迅速かつ適切な対応に繋げるため、支援を行う職員の資質向上に努める。 

母子保健事業を活
用した早期発見体
制の充実 

各種健診、育児相談、訪問等を通じて、子育てに対する不安や虐待のリスクを

抱え、支援が必要な家庭の早期発見に努める。 

不登校児童生徒等
への対応の充実 

養育能力の低い家庭等、特別に配慮が必要な家庭に対する支援を充実させる

ため、関係機関との連携や情報共有を進める。 

いじめの根絶 
いじめ問題の実態について学校と情報共有を進めるとともに、各校における

教育相談体制の強化や充実を図る。 

教育機関における
情報と支援の連携
強化 

いじめ問題への対策に関係する機関等との連携を図り、施策の効果検証や今

後の施策の在り方について検討する。 

子どもの相談に対
するカウンセリン
グ機能の充実 

各校において教育相談体制の強化や充実を図る。 

 

（２）ひとり親家庭を支援する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

ひとり親家庭への
支援の充実 

ひとり親家庭等を対象に医療費の助成を行う。 

ひとり親家庭の自
立支援の充実 

相談窓口、支援制度の周知を行う。 

 

（３）障害のある子どもへの施策を充実する 

取組内容 残された課題・今後必要な取組 

特別支援教育の充
実 

特別に支援を要する児童生徒の実態把握を行う。 

療育体制の整備，発
達障害のある子ど
もへの支援体制の
充実 

児童発達支援センターの設置など関係機関との連携による療育体制の整備を

進める。 

障害児保育・教育の
充実 

入園時に事前に園児の状態を確認することで、臨時保育士の確保、配置を行

う。 

放課後児童クラブ
等の障害のある子
どもの受け入れ体
制の整備 

加配が必要となる場合の支援員の確保について、各クラブと連携をとりなが

ら体制整備を図る。 
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～子育てが楽しいまち 子どもが健やかに育つまち～ 

（２２世紀の理想郷） 

○質の高い教育・保育及び多様な子ども・子育て支援の提供を受けることができるよう推進し

ます。 

○妊娠・出産期の母子への支援及び子どもの発達に応じた適切な保護者との関わりなど、妊娠

期からの切れ目のない支援を行います。 

○子どもの育ちをめぐる家庭や地域社会の実情を踏まえ、地域全体で子育てを支援する体制

を構築し、安心して子育てができる環境づくりを推進します。 

○支援の必要な子どもや子育て家庭へのきめ細やかな取組みとともに、すべての子どもや子

育て家庭において、健やかな育ちが等しく確保できるよう支援します。 

第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念                            

第１期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画では、平成 27 年度から令和元年度までの

５年間、子どもの健やかな成長と子育て家庭を地域全体で支援する環境が整備できるよう、

計画的な取組みを推進してきました。今後も引き続き、子どもの健やかな成長と子育て家庭

を地域全体で支援するため、第１期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画の基本理念を踏

まえ、次のように基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本的視点                           

計画の推進にあたっては、保健分野をはじめ、教育、福祉等の子どもと子育て家庭に関係

する分野が相互に連携し、子どもを取り巻く環境や地域社会を含めた取組みが求められます。 

本計画では、基本理念を踏まえ、以下の４項目を基本的視点とします。 
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３ 基本目標                           

本計画では、子ども・子育て支援に関する施策を推進していくため、以下の視点から検討・

推進を図ります。 

 

基本目標１ 就学前の教育・保育と子育て支援サービスの充実 

幼稚園・保育園・こども園から小学校へとつながる一体的な子育て支援のもと、乳幼児期

における発育・発達の各段階に応じた保育・教育の提供体制を確保するとともに、質の向上

を図ります。 

また、子育てをしているすべての人が安心して子育てができるよう、保護者のニーズに応

じた、様々な子育て支援サービスの充実を図ります。全ての子育て家庭に施策が届くよう情

報を発信し、子育て家庭を地域全体で支えます。 

 

基本目標２ 親子の健康増進と育児不安の軽減 

親が安心して子どもを産み、すべての子どもが健やかな成長の実現に向けて、生き生きと

育つ地域づくりのため、安全かつ快適な妊娠・出産・子育てを推進し、子どもの疾病予防を

目的とした健康管理・指導を強化します。 

また、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育み、健康で文化的な生活と豊

かで活力ある社会を実現するために、乳幼児期から食育について指導を行います。 

 子育て世代包括支援センターを核として、妊娠期から子育て期にわたる様々な相談の窓口

となり、子育て家庭に寄り添いながら関係機関と連携し必要な支援を提供します。 

 

基本目標３ 地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり 

家庭、教育・保育機関、地域等のネットワークにより、子どもを産み育てることに喜びを

実感できる仕組みづくりを展開するとともに、子どもの未知なる可能性を教育や遊び、日常

の暮らしの中で育む教育力を向上させます。 

 また、子どもたちが屋外でのびのびと遊び、自立心を培うことを妨げないよう、警察や地

域等と連携し安心・安全なまちづくりを推進します。 

 

基本目標４ 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細かな対応 

児童虐待の防止やひとり親家庭への自立支援、障害のある子どもを養育している家庭等、

特に支援が必要な家庭に対し、充実した支援体制を整備するとともに、こうした状況に置か

れた子どもへの無理解・無関心を根絶し、子どもにとって最善の利益がもたらされるよう関

係機関と連携を図りながら適切な支援を提供します。 

また、児童虐待を未然に防ぐため、早期発見、早期対応ができる体制の整備、ひとり親家

庭や障害のある子どもにおいて地域の中でやさしく見守られ、安心して成長していくことの

できる環境整備を進めていきます。 
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基本目標２ 親子の健康増進と育児不安の軽減 

（１）幼児教育・保育の質の向上 

（２）子育て家庭への支援 

（１）親子の健康づくり 

（２）相談体制の充実 

（１）生きる力を育む教育環境の整備 

（２）家庭や地域の教育力の向上 

（３）子どもの安心・安全の確保に向けた環境づくり 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

（３）障害児施策の充実 

基本目標１ 就学前の教育・保育と子育て支援サービスの充実 

 

４ 施策の体系                           

第１期吉備中央町子ども・子育て支援事業計画の評価や課題などを勘案し、子ども・子育

て支援に関する施策を、以下の施策体系に基づき進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標３ 地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり 

び増進 

基本目標４ 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細かな対応 

子
育
て
が
楽
し
い
ま
ち 

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
ま
ち
（
２
２
世
紀
の
理
想
郷
） 

【基本理念】 

【施策体系図】 

【基本目標】 
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第４章 施策の展開 

 

基本目標１．就学前の教育・保育と子育て支援サービスの充実      

（１）幼児教育・保育の質の向上 

施策・事業名 施策・事業の内容 

保育園・幼稚園の再編 

保育園、幼稚園について、園児数の減少により、適正な集団規模へ再編

を進めます。再編後はこども園へ移行し、園児の年齢に応じたクラス単

位での就学前教育・保育の充実に取組みます。 

就学前教育アドバイザ
ーの配置 

就学前教育の共有を図るとともに、小学校との連携、接続をスムーズに

行うため、就学前教育アドバイザーを配置します。 

保育教諭・教諭・保育士
の資質向上 

園の再編により、各園へ正規職員を配置することで、研修に参加できる

体制を整え、保育教諭等の資質向上を図ります。 

保育体制の充実 
保育室の面積、保育士等の配置基準に基づき、可能な限り年度途中の園

児の受け入れが行えるよう保育士を配置します。 

保育サービスの充実 全保育園・こども園において、土曜日についても一日保育を実施します。 

安全で快適な施設整備 
洋式トイレへの改修及び遊具の計画的な修繕など、安全で快適な施設整

備を行います。 

 

（２）子育て家庭への支援 

施策・事業名 施策・事業の内容 

園での子育て支援の充
実 

一時預かり保育を全幼稚園・こども園で実施します。延長保育は２保育

園（豊野・吉川）とこども園で実施します。 

給食費無償化の実施 
全園において、３歳以上児及び０歳児から２歳児までの住民税非課税世

帯を対象に給食費（主食費・副食費）の無償化を実施します。 

保護者の交流の場の充
実 

子育て支援拠点「子育てひろばゆう」を毎週月～金曜日に実施し、季節

に応じた行事や遊びを親子で体験する機会を提供します。また、保育士

や保健師、栄養士による子育て相談を随時行います。 

子育て短期支援事業の
実施 

保護者の病気または仕事などの理由により子どもの養育が一時的に困難

になった時、児童福祉施設において一時的に預かります。ショートステ

イと夜間預かるトワイライトステイを実施します。 

ファミリーサポート事
業の実施 

保護者が仕事等の理由により、育児援助を必要とするとき、一時的に子

どもを預かったり、送迎するなどの支援を行います。 

病児・病後児保育の広域
利用の周知 

総社市、岡山市等近隣の病児・病後児施設の広域利用について、仕事と

子育てが両立できるよう周知します。 
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施策・事業名 施策・事業の内容 

放課後児童クラブへの
支援 

放課後児童クラブの運営に関し助言や指導を行います。また、研修会、

意見交換会を開催し、課題解決に向け、クラブ間の連携強化を図ります。 

子育て情報の発信強化 
子育て支援サイト「ママフレ」の活用、子育て応援ブックの配布、町広報

紙への子育て関連情報の掲載など情報発信を行います。 

家庭における父親の役
割の啓発 

母子手帳の配布に併せ、「父子健康手帳」を配布し、家庭での父親の役割

を知ってもらうよう啓発します。 

小児等医療費の助成 
満 18 歳までの子ども（満 18 歳に達する年度の末日まで）を対象に医

療費を助成します。 
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基本目標２．親子の健康増進と育児負担の軽減             

（１）親子の健康づくり 

施策・事業名 施策・事業の内容 

母子健康手帳交付時から
の保健師による支援の充
実 

妊娠届時、保健師が面接を行い、妊婦の身体及び精神状況、支援者の有

無等についてアンケートを実施します。そのほか、歯科保健の指導、妊

婦交流会等を実施します。 

健康診査の徹底 

妊婦健診、産婦健診及び乳児健診、１歳６か月児健診及び３歳６か月児

健診を実施し、母子の健康づくりを支援するとともに疾病や障害の早期

発見、早期支援に努めます。 

訪問指導の推進 

乳児家庭全戸訪問事業や養育支援家庭訪問事業を実施するとともに、診

療情報提供書や母子手帳交付時にフォローが必要な妊婦への訪問を行

います。 

保健事業への参加促進 
保健事業ガイドブックを全家庭へ配布し、母子保健事業を周知するとと

もに健診未受診者には個別に対応し、参加を促します。 

歯科保健の充実 

歯みがき教室や乳児健診における保護者の意識調査及び歯科相談、歯科

健診（妊婦歯科健診、１歳６か月児健診、２歳６か月児健診、３歳６か

月児健診）などを実施し、歯科保健の充実を図ります。 

予防接種の推進 

定期予防接種（BCG、四種混合、MR、日本脳炎、ヒブ、小児肺炎球菌、

水痘、Ｂ型肝炎、子宮頸がん）を実施します。年度初めに対象者へ接種

勧奨通知を送付し周知します。 

食育の推進 
離乳食教室、親子食育教室、幼稚園・保育園・こども園における食育講

話などを実施し、食育を推進します。 

 

（２）相談体制の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

子育て世代包括支援セン
ターの充実 

子育て世帯へセンターの周知を図り、妊娠期から子育て期にわたる様々

な相談の窓口となり、気軽に相談できる体制を整備します。必要な支援

の調整について保健所や児童相談所など関係機関と連携し、全ての保護

者や乳幼児等に対して切れ目のない支援を提供します。 

産前産後子育てサポート
事業の実施 

安心して子育てができるように妊娠期から子育て期の方とその家族が

抱えるさまざまな不安や疑問など、看護師等が相談を受けたり、家庭訪

問し、心身のケアや育児サポートを行います。 

子育て相談事業の充実 

保護者が発育発達に関する不安や悩みを一人で抱え込まないように、幼

児健診における心理相談、子どもの発達支援相談（保健所主催）、児童

相談所巡回相談などを実施し、健診後の心配事に対して情報提供や助言

が行える体制の充実を図ります。 
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基本目標３．地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり          

（１）生きる力を育む教育環境の整備 

施策・事業名 施策・事業の内容 

教育内容の充実 
町独自で学力調査を実施し、児童生徒の課題把握に努めます。支援員を

配置し、放課後学習サポート事業を実施します。 

地域に信頼される学校づ
くりの推進 

土曜授業として学校行事を実施することで、家庭や地域住民に開かれた

学校づくりを推進します。 

学校施設整備の推進 
各教室で使用できるタブレットを配置するなど、学習機器の充実を進

め、子どもたちにとって学習しやすい環境整備を進めます。 

教育相談体制の充実 
スクールソーシャルワーカーを全小中学校に配置し、児童生徒への支援

を進めるとともに、教職員の指導への助言も行います。 

乳幼児ふれあい体験の充
実 

愛育委員・栄養委員、中学校と連携し、中学生と乳児のふれあい体験事

業を実施します。 

 

（２）家庭や地域の教育力の向上 

施策・事業名 施策・事業の内容 

地域交流の場の充実 
「放課後子ども教室」や「公民館学習支援事業」などを実施し、学校と

の連携を密にしながら、地域交流の充実を図ります。 

地域の豊かな自然や伝統
文化を学ぶ機会の充実 

学校などにおいて、地域住民が学習支援や体験活動を指導したり、子ど

もたちの登下校の安心・安全を確保するなどの取組みを行います。 

親子で楽しめる催しや学
習活動の充実 

ちびっこチャレンジ事業、読書フェスティバルなど親子で楽しめる魅力

あるイベントの充実を図ります。 

スポーツ少年団等への活
動支援 

スポーツ少年団等の活動に対し、補助金を交付し支援します。 

体験学習の拡充 
「小学 6 年生みんなの絆づくり事業」、「ヤングボランティア事業」な

ど体験学習の充実に努めます。 

家庭の育児力を高める支
援 

子育てに関する講座などを通じて、保護者が子どもとの関わり方を学ぶ

機会を提供します。 

 

（３）子どもの安心・安全の確保に向けた環境づくり 

施策・事業名 施策・事業の内容 

まちぐるみ防犯ネットワ
ークの構築 

自主防犯パトロール隊と連携し、地域を青色回転灯装備の車両等（青パ

ト）で巡回するなど見守り活動を行います。 

交通安全対策の充実 
年２回の交通安全週間に合わせ、町内の交通安全関係団体等と啓発活動

を行います。岡山北警察署と協力し、交通安全教育を実施します。 

通学路等の危険個所の解
消 

通学路等の危険個所について、地域や保護者と連携し危険個所の確認を

行い、解消を図ります。 
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基本目標４．支援が必要な子どもや保護者へのきめ細かな対応         

（１）児童虐待防止対策の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

児童虐待防止等に向けた
体制整備 

要保護対策地域協議会を実施し、児童虐待防止等に向けた体制の整備を

図るとともに支援を行う職員の資質向上に取り組みます。 

不登校児童生徒等への対
応の充実 

スクールソーシャルワーカーを全小中学校に配置し、児童生徒への支援

の充実を図ります。 

いじめの根絶 
いじめ問題の実態について学校と情報共有を進めるとともに、各校にお

ける教育相談体制の強化を図ります。 

子どもの相談に対するカ
ウンセリング機能の充実 

スクールカウンセラーを全小中学校に配置し、児童生徒への支援の充実

を図ります。 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

施策・事業名 施策・事業の内容 

ひとり親家庭への支援の
充実 

ひとり親家庭等医療費助成や児童扶養手当、母子・寡婦・父子福祉資金

などを助成し、ひとり親家庭への支援を行います。 

ひとり親家庭の自立支援
の充実 

就労支援等に関するパンフレットを児童扶養手当現況届の提出依頼時

に同封し、相談窓口や支援制度の周知を図ります。 

 

（３）障害児施策の充実 

施策・事業名 施策・事業の内容 

特別支援教育の充実 
支援員を配置し、特別に支援を要する児童生徒の実態把握と支援に努め

ます。 

療育体制の整備，発達障害
のある子どもへの支援体
制の充実 

児童発達支援センターの設置検討を含め、家族や地域、関係機関との連

携等により療育体制の整備を進めます。乳幼児期から学齢期まで切れ目

のない一貫した支援を行うため、共通支援シートを活用し、関係機関と

の情報連携を強化します。 

各園への巡回相談の実施 
発達障害の専門員による各園への巡回相談を学期に１回ずつ実施し、保

育士等の専門性を高め、早期の療育に繋げます。 

放課後児童クラブの障害
のある子どもの受け入れ
体制の整備 

クラブ間の連携を強化するとともに、告知放送により募集を行うなど

し、支援員の確保を図ります。また、安全な環境整備に向け支援を行い

ます。 
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第５章 子ども・子育て支援サービスの見込み量と確保方策 

 

１ 教育・保育提供区域の設定                    

子ども・子育て支援事業計画では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教

育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件等地域の実情に応じて総合的に

勘案し、需要の指標となる量の見込みやその確保策を「教育・保育提供区域」ごとに設定す

ることが、「子ども・子育て支援法」に定められています。 

 

事業区分 区域設定 考え方 

１号認定（３～５歳） 

町内全域 
高齢者福祉計画等の日常生活圏域
を参考とし、幼稚園、保育所の利用実
態を踏まえて、町内全域として設定。 

２号認定（３～５歳） 

３号認定（０歳） 

３号認定（１～２歳） 

地域子ども・子育て支援事業 提供区域 区域設定の考え方 

①一時預かり事業 
町内全域 

教育・保育施設で実施される事業で
あることから、教育・保育事業と同じ
町内全域に設定。 ②延長保育事業 

③放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 

９ブロック 
利用実態が、自らが通う小学校区を
基本としているため、９ブロックと
する。 

④病児・病後児保育事業 町内全域 

不定期に利用される事業であり、医
療機関との連携を基本としているた
め、医療機関の実態にあわせた町内
全域に設定。 

⑤地域子育て支援拠点事業 町内全域 
「子育てひろばゆう」において実施
していることから、町内全域に設定。 

⑥妊婦健康診査事業 町内全域 
医療機関の選択が可能であるため、
細かな区域設定は事業の趣旨になじ
まないことから町内全域に設定。 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 町内全域 
訪問型の事業であり、細かな区域設
定は事業の趣旨になじまないことか
ら町内全域に設定。 

⑧養育支援訪問事業 町内全域 

関係機関や全町的な広範囲で行われ
ているため、町内全域に設定。 

⑨子育て短期支援事業 町内全域 

⑩子育て援助活動支援事業 町内全域 

⑪利用者支援事業 町内全域 
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グラフタイトル

就学前児童 就学児童

２ 将来の子ども人口                        

事業量の目標を設定するため、基礎となる将来の子ども人口の推計を行いました。 

０歳から５歳までの就学前児童及び６歳から 11 歳までの就学児童の推計人口をみると、

それぞれ、令和２年から令和６年までに、減少傾向で推移していくことが見込まれます。 

 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

0 歳 48 47 45 44 42 

1 歳 42 52 51 48 47 

2 歳 55 43 53 52 49 

3 歳 60 56 43 54 52 

4 歳 63 61 57 44 55 

5 歳 79 68 64 61 47 

6 歳 66 78 67 63 60 

7 歳 76 66 77 66 63 

8 歳 73 76 66 77 66 

9 歳 89 72 75 66 76 

10 歳 63 90 73 76 67 

11 歳 68 63 89 73 75 

計 782  772  760  724  699  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） （実績値） （推計値） 

【児童数（0歳～11歳）の推移】 
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３ 教育・保育施設の量の見込みと確保の方策             

子ども・子育て支援サービスの見込み量について、教育・保育提供区域の計画期間におけ

る「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」は、町に居住する子どもの

「認定こども園」、「幼稚園」、「保育所」、「認可外保育施設」等の「現在の利用状況」＋「利用

希望」を踏まえて設定します。 

設定した「量の見込み」に対応するよう、教育・保育提供区域に、「教育・保育施設（認定

こども園、幼稚園、保育所）及び地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保

育、事業所内保育施設）による確保の内容及び実施時期（確保方策）」を設定します。 

 

①教育・保育施設及び事業 

教育・保育施設及び地域型保育事業 
算出対象
児童年齢  

１号認定 （認定こども園及び幼稚園） ３～５歳  

２号認定 （認定こども園及び保育所） ３～５歳  

３号認定 （認定こども園及び保育所＋地域型保育事業） ０～２歳  

 

②需要量と確保の方策 

令和２年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

３歳以上 

保育必要 

０歳 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

見込み量合計（必要利用定員総数）① 50 人 166 人 12 人 92 人 

（
提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 150 人 204 人 12 人 94 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設（地域枠） 0 人 0 人 0 人 0 人 

合計② 150 人 204 人 12 人 94 人 

過不足 ②－①＝ 100 人 38 人 0 人 2 人 

 

令和３年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

３歳以上 

保育必要 

０歳 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

見込み量合計（必要利用定員総数）① 46 人 164 人 12 人 91 人 

（
提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 84 人 168 人 13 人 92 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設（地域枠） 0 人 0 人 0 人 0 人 

合計② 84 人 168 人 13 人 92 人 

過不足 ②－①＝ 38 人 4 人 1 人 1 人 
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令和４年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

３歳以上 

保育必要 

０歳 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

見込み量合計（必要利用定員総数）① 42 人 162 人 12 人 90 人 

（
提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 93 人 162 人 13 人 92 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設（地域枠） 0 人 0 人 0 人 0 人 

合計② 93 人 162 人 13 人 92 人 

過不足 ②－①＝ 51 人 0 人 1 人 2 人 

 

令和５年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

３歳以上 

保育必要 

０歳 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

見込み量合計（必要利用定員総数）① 39 人 161 人 11 人 89 人 

（
提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 93 人 162 人 13 人 92 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設（地域枠） 0 人 0 人 0 人 0 人 

合計② 93 人 162 人 13 人 92 人 

過不足 ②－①＝ 54 人 1 人 2 人 3 人 

 

令和６年度 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

３歳以上 

保育必要 

０歳 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

見込み量合計（必要利用定員総数）① 36 人 160 人 11 人 88 人 

（
提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設 93 人 162 人 13 人 92 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設（地域枠） 0 人 0 人 0 人 0 人 

合計② 93 人 162 人 13 人 92 人 

過不足 ②－①＝ 57 人 2 人 2 人 4 人 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策       

教育・保育提供区域に、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を

定めます。 

町に居住する子どもの現在の「地域子ども・子育て支援事業」の「現在の利用状況」＋「利

用希望」を踏まえて設定します。 

教育・保育提供区域に設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに「地域子ども・

子育て支援事業の確保の内容及び実施時期（確保方策）」を設定します。 

 

①一時預かり事業（幼稚園型） 

幼稚園・認定こども園に在籍する満３歳以上の幼児を、幼稚園または認定こども園で一時

的に預かる事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

1 号認定 121 117 114 110 107 

2 号認定 162 160 158 156 154 

①量の見込み 283 277 272 266 261 

②確保方策 283 277 272 266 261 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

 

一時預かり事業（幼稚園型以外） 

保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、または在籍していない乳幼児を認定こ

ども園で一時的に預かる事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 769 746 724 702 681 

②確保方策 769 746 724 702 681 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

 

②延長保育事業 

保育の必要性の認定を受けた子どもについて、通常の利用日、利用時間以外の時間におい

て、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 370 375 380 386 391 

②確保方策 370 375 380 386 391 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

※延べ人数 

※延べ人数 

※延べ人数 
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③放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業で

す。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１年生 31  32  33  34  36  

２年生 41  42  43  44  45  

３年生 25  24  23  22  22  

４年生 29  28  28  27  27  

５年生 20  19  18  17  17  

６年生 23  22  21  20  20  

①量の見込み 169  167  166  164  167  

②確保方策 203 203 203 203 203 

②－①＝ 34 36 37 39 36 

 

④病児・病後児保育事業 

病気にかかっている子どもや回復しつつある子どもを病院・保育所等に付設された専用ス

ペース等において、看護師等が一時的に保育する事業です。 

（岡山県病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定に係る町外医療機関の利用） 

 

（人回/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 8 8 9 9 10 

②確保方策 8 8 9 9 10 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

 

 

⑤地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報提

供、助言、その他の援助を行う事業で、地域子育て支援センターでの各種事業等が該当しま

す。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 3,128  2,971  2,822  2,680  2,546  

②確保方策 3,128 2,971 2,822 2,680 2,546 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

※延べ人数 

※登録人数 

※延べ人数 
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⑥妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として健康状態の把握、検

査・計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中、適時必要に応じた医学的検査を実施

する事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 545  550  555  560  566  

②確保方策 545 550 555 560 566 

②－①＝ 0 0 0 0 
0 

 

 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や養育環境等

の把握を行う事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 40  38  37  35  33  

②確保方策 40 38 37 35 33 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

 

 

⑧養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該

家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 28  29  30  31  33  

②確保方策 28 29 30 31 33 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

  

※延べ人数 

※実人数 

※延べ人数 
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⑨子育て短期支援事業 

保護者の疾病や仕事等の事由により、児童の養育が一時的に困難となった場合に、保護者

に代わって、児童を児童養護施設で一時的に預かる事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 10 10 10 10 10 

②確保方策 10 10 10 10 10 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

 

 

⑩子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

乳幼児や小学生等の児童を子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受け

ることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調

整を行う事業です。 

 

（人/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み ― 200 200 200 200 

②確保方策 ― 200 200 200 200 

②－①＝ ― 0 0 0 0 

 

 

⑪利用者支援事業 

子ども及びその保護者等、又は妊娠している方が教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等を円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応じ相談・助

言等を行う事業です。 

 

（か所/年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

基本型・特定型 0 0 0 0 0 

母子保健型 1 1 1 1 1 

①量の見込み 1 1 1 1 1 

②確保方策 1 1 1 1 1 

②－①＝ 0 0 0 0 0 

  

※延べ人数 

※延べ人数 
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Plan Do

CheckAction

第６章 計画の推進にあたって 

 

１ 推進体制                            

（１）庁内の体制 

庁内の横断的な組織である「庁内検討会議」において、施策の計画的な推進と進行管理を

行います。 

 

（２）庁外の体制 

住民や有識者、子育て支援関係者等で組織する「吉備中央町子ども・子育て会議」に進捗

等を説明・報告し、推進に向けての協議・意見交換を行います。 

 

２ 進捗状況の点検・公表                      

サービスの「量の見込み」や「確保方策」については毎年検証を行い、当初の計画に対して

大きな開きが見受けられる場合には、毎年、計画の見直しを図ります。ただし、見直しを行

った後の事業計画の期間は、当初の計画期間（令和６年度）までとします。 

また、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）に基づいた計画の推進に努め、事業の

進捗管理・評価では、利用者の視点に立ち、個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果に

ついても点検・評価し、施策の改善につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ＰＤＣＡサイクルに基づいた計画の推進】 

計画 実行 

改善 評価 
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３ 子ども環境を取り巻く国際化への対応               

国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や外国人幼児、

両親が国際結婚の幼児などの外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、当該幼

児が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、保護者及び教育・保育施設等に対し必要な支

援を図ります。 

 

４ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施            

幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園や認

可外保育施設等を利用する方が無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給

付認定」を受ける必要があります。本町では、公正かつ適正な支給の確保とともに、給付対

象者の利便性等を勘案しつつ、円滑な給付方法を検討します。 
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資料編 

 

１ 吉備中央町子ども・子育て会議委員名簿              

 

選出区分 代表者氏名 所属機関及び団体名 備考 

関係団体の

代表者 

山崎  誠  議会民生教育常任委員会委員長 副委員長 

高藤 典子 主任児童委員代表  

佐藤 節子 教育委員会委員  

戸田眞由美 にこにこふたばこども園長  

宮井 智子 保育協議会長 ～R1.7.21 

土井 勝代 保育協議会長 R1.7.22～ 

喜田 典代 幼稚園園長会長 ～R1.7.21 

綱嶋 洋子 幼稚園園長会長 R1.7.22～ 

中山   靖 小中校長会長  

歳原  文昭 小 PTA連合会長 ～R1.7.21 

上村 征司 小 PTA連合会長 R1.7.22～ 

綱嶋  雅彦 幼稚園保護者代表 ～R1.7.21 

日名 由香 幼稚園保護者代表 R1.7.22～ 

藤田 祐子 保育園保護者代表 ～R1.7.21 

河内 妙子 保育園保護者代表 R1.7.22～ 

見尾 好子 放課後児童クラブ指導員  

渡邊 順子 放課後子ども教室指導員  

学識経験を

有する者 
三好 年江 新見公立大学健康保育学科講師 委員長 

関係行政機

関の職員 
中村  謙治 岡山県備前県民局福祉振興課長  
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２ 吉備中央町子ども・子育て会議設置要綱              

 

(設置) 

第 1条 子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号。以下「法」という。)第 77条第 1項

の規定に基づき、吉備中央町における子ども・子育て支援事業の推進に関し、必要な措置につ

いて協議するため、吉備中央町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2条 子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 法第 77条第 1項に規定する事務 

(2) 吉備中央町次世代育成支援行動計画の推進に関すること 

(3) その他子ども・子育て支援事業の推進に関すること 

(組織) 

第 3条 子育て会議は、委員 15人以内をもって組織する。 

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は選任する。 

(1) 関係団体の代表者 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 前 3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

(委員の任期) 

第 4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 子育て会議に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

3 委員長は子育て会議を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。 

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

(報酬及び費用弁償) 

第 7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例(平成 16年吉備中央町条例第 57号)の定めるところによる。 
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(庶務) 

第 8条 子育て会議の庶務は、子育て推進課において処理する。 

(会議の運営) 

第 9条 この告示に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に

諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成 25年 12月 1日から施行する。 

(会議の招集の特例) 

2 第 6条第 1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が

招集する。 

(吉備中央町次世代育成支援行動計画策定委員会要綱の廃止) 

3 吉備中央町次世代育成支援行動計画策定委員会要綱(平成 21 年吉備中央町告示第 19 号)は、

廃止する。 

附 則(平成 27年 4月 30日告示第 19号) 

この告示は、平成 27年 5月 1日から施行する。 

 

３ 吉備中央町子ども・子育て支援事業計画策定の経過         

 

 

平成３０年１１月１９日 

１２月３日～１８日 

平成３１年 ３月１５日 

３月 

平成３０年度第１回子ども・子育て会議 

保護者アンケート調査の実施 

平成３０年度第２回子ども・子育て会議 

保護者アンケート調査結果報告書作成 

令和 元年 ７月２２日 

７月～１１月 

１１月１８日 

１２月５日～２７日 

令和 ２年 １月～２月 

２月２０日 

2月 

3月 

 

令和元年度第１回子ども・子育て会議 

計画素案の作成 

令和元年度第２回子ども・子育て会議 

パブリックコメントの実施 

計画の最終調整 

令和元年度第３回子ども・子育て会議 

吉備中央町議会への報告 

子ども・子育て支援事業計画の決定 

岡山県知事へ通知 






